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新潟県県税規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年４月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第43号 

新潟県県税規則の一部を改正する規則 

新潟県県税規則（昭和34年新潟県規則第63号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「削除項」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中別記様式の表示に下線が引かれた別記様式を削り、同表の改正後の欄中別記様式の表示

に下線が引かれた別記様式を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項並びに別記様式の表示を除く｡)を削る。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  

（納税等の証明書の効力） 

第33条 条例第15条第１項第１号の証明書は、当該

証明書の領収日付印欄に財務規則第196条の規定

により知事が指定した指定金融機関等若しくは郵

便局の領収日付印、財務規則第110条の規定による

領収印又は自動車税の種別割を納付したことを証

する印の押印されたものについてその効力を有す

る。ただし、記載事項に訂正のあるもの又は無効

の表示のあるものについては、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（納税義務の完了時期等） 

第45条 （略） 

２ 口座振替の方法により納付する徴収金に係る納

税義務は、その徴収金額が口座から振り替えられ

たときに完了する。 

 

 

３～６ （略） 

 

別表（第117条関係） 

文 書 等 の 名 称 根拠条文 様式 

（略） 

自動車税（種別割）

納税証明書 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

   

（納税等の証明書の効力） 

第33条 条例第15条第１項第１号の証明書（口座振

替又はクレジットカード納付の方法により自動車

税の種別割を納付したことを証する証明書を除

く｡)は、当該証明書の領収日付印欄に財務規則第

196条の規定により知事が指定した指定金融機関

等若しくは郵便局の領収日付印、財務規則第110

条の規定による領収印又は自動車税の種別割を納

付したことを証する印の押印されたものについて

その効力を有する。ただし、記載事項に訂正のあ

るもの又は無効の表示のあるものについては、こ

の限りでない。 

２ 前項ただし書の規定は、条例第15条第１項第１

号の証明書（口座振替又はクレジットカード納付

の方法により自動車税の種別割を納付したことを

証する証明書に限る｡)について準用する。 

 

（納税義務の完了時期等） 

第45条 （略） 

２ 口座振替の方法により納付する徴収金に係る納

税義務は、その徴収金額が口座から振り替えられ

たときに完了する。この場合において、局長は、

納税義務を完了した納税者に対し、証明書を交付

する。 

３～６ （略） 

 

別表（第117条関係） 

文 書 等 の 名 称 根拠条文 様式 

（略） 

自動車税（種別割）

納税証明書（一般の

場合） 

（略） （略） 

自動車税（種別割）

納税証明書（口座振

替又はクレジットカ

ード納付の方法によ

り納付したことを証

する場合） 

条例第15条第

１項第１号 

別 記 第

39 号 様

式 の ２

の４ 
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（略）   

   

第39号様式の２の４ 削除 

 

 

（略）   

 

 

 

第39号様式の２の４（第117条関係） 

自動車税（種別割）納税証明書（継続検査・構造

等変更検査用） 

（略） 
  
附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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